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議案第１３号 

君津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

 君津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定するものとする。 

平成２７年２月２３日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成２６年法律第８３号）により、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部

が改正されたことに伴い、君津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２５

年君津市条例第８号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号                           

君津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 君津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２５年君津市条例第８号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「第８条の２第１４項」を「第８条の２第１２項」に改める。 

 第７条中「第８条の２第１７項」を「第８条の２第１５項」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 


